
住 民 税
（ 普 通 徴 収 ）

固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 国 民 健 康 保 険 税
後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料

水道・下水道使用料

年１回
４月３０日（木）

第１期
６月１日（月）

第１期
６月３０日（火）

第１期
６月３０日（火）

第２期
７月３１日（金）

第１期
７月３１日（金）

第１期
７月３１日（金）

第２期
８月３１日（月）

第２期
８月３１日（月）

第２期
８月３１日（月）

　
第３期

９月３０日（水）
第３期

９月３０日（水）
第３期

９月３０日（水）
第２期

９月３０日（水）

第３期
１１月２日（月）

第４期
１１月２日（月）

第４期
１１月２日（月）

第４期
１１月３０日（月）

第５期
１１月３０日（月）

第５期
１１月３０日（月）

第６期
１２月２５日（金）

第６期
１２月２５日（金）

第３期
１２月２８日（月）

第４期
２月１日（月）

第７期
２月１日（月）

第７期
２月１日（月）

第８期
３月１日（月）

第８期
３月１日（月）

第９期
３月３１日（水）

第９期
３月３１日（水）

第４期
３月３１日（水）

住民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税は、「地方税お支払サイト」
へアクセス、または地方税統一QRコード対応アプリを起動し、納付書に印字されたQRコード
を読み取ることで、パソコンやスマートフォンから納付することができます
※口座振替をご利用の方は対象となりません

【地方税統一QRコードでの納付について】

【コンビニ納付について】

３月

☆は65歳以上の公的年金から差し引いて徴収（納付）する月です

納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日となります

【口座振替について】

町税・使用料等は　安心・便利・確実な口座振替をお勧めします
口座振替をご希望の方は、役場または町内金融機関に備え付けの「口座振替納付依頼書」
に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください

令和８年４月より 納付書に印字されたバーコードにより　コンビニエンスストアからでも納付できます
※口座振替をご利用の方は対象となりません
※水道・下水道使用料は対応しておりません

【延滞金について】
納期限内に納付されないと「延滞金」が発生します！ご注意下さい

１月

令和８年度　川北町町税等納期一覧表

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

２月

【問合せ先】

税 務 課 （住民税・固定資産税・軽自動車税） ＴＥＬ ： 076-277-1120

住 民 課 （国民健康保険税･後期高齢者医療保険料） ＴＥＬ ： 076-277-1126

産業経済課 （水道・下水道使用料） ＴＥＬ ： 076-277-1124

地方税お支払いサイト

延滞金について


